
 

草津栗東行政事務組合行政不服審査会の設置および運営に関する条例 

令和４年１０月１日 

条例第１２号 

（設置） 

第１条 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）第８１条第１項の規

定に基づき、草津栗東行政事務組合行政不服審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

（組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、非常勤とする。 

（委員） 

第４条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律ま

たは行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行

うものとする。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

（会長） 

第５条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その

職務を代理する。 

（招集） 

第６条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後において最初に行われる会議

は、管理者が招集する。 

（定足数等） 

第７条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 審査請求に係る事件に特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る議決に参加すること

ができない。 

（審議手続の非公開） 



 

第８条 審査会の行う調査および審議の手続は、公開しない。 

（事務局） 

第９条 審査会の庶務は、草津栗東行政事務組合において処理する。 

（罰則） 

第１０条 第４条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑または５０万

円以下の罰金に処する。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（令和７年２月１４日条例第２号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされ

る罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年

法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４

０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲

役」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する

禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）または旧刑法

第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役また

は禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期

を同じくする拘留とする。 

 


